
令 和 ７ 年 ６ 月 １ ４ 日
御殿場市危機管理補佐監

【令和７年度静岡県偕行会総会講演資料】



主 要 略 歴

御殿場市役所 危機管理補佐監

杉 本 嘉 章（すぎもと よしあき） （Ｓ３６（1961）．５．１２生 ６３才）

◆ プロフィール

静岡県御殿場市出身（市立富士岡中学校、神奈川県立湘南高校（通信制）・日本大学（通信制））

昭和５２年 陸上自衛隊少年工科学校入校（神奈川・横須賀市）

平成 ５年 第６戦車大隊第２中隊長（宮城） 平成６年 幹部学校指揮幕僚課程学生（東京）

平成１４年 第１２偵察隊長（群馬） ※新潟県中越地震（H１６）平成７年 企業研修（㈱アサヒビール）

平成１７年 イラク復興業務支援隊作戦幕僚（サマワ） 平成１８年 統合幕僚学校学生（東京）

平成１９年 新潟県中越沖地震現地調整連絡幹部(新潟） ※新潟県中越沖地震（Ｈ１９）

平成２０年 第７１戦車連隊長（北海道）※ 有珠山地域担当（Ｈ２０）、北海道胆振東部地震（Ｈ３０）

平成２２年 自衛隊高知地方協力本部長（高知） ※東日本大震災（Ｈ２３）

平成２４年 陸上自衛隊幹部学校主任教官（東京）
平成２５年 東部方面総監部総務部長(東京）※伊豆大島豪雨災害（H25）、御嶽山噴火（H26）

平成２７年 西部方面混成団長 兼 相浦駐屯地司令（長崎・佐世保市） ※熊本地震（Ｈ２８）

平成２９年 陸将補 早期退職

平成２９年４月 御殿場市役所入庁 平成３０年 危機管理監（部長級）

令和 ４年４月 現 職 ※令和元年台風１９号（Ｒ１）、熱海市伊豆山土石流災害（Ｒ３）

平成１７年 東京都北区立岩淵小学校ＰＴＡ会長 平成１９年東京都立飛鳥高校PTA副会長

平成２４年 高知県観光特使 平成２９年 長崎県観光特使 御殿場市国際交流協会会員

令和 元年 市民・シニア大学・御殿場看護学校講師 (災害・国際看護学）、セミナ－講師（ホテルオークラ東京ベイ等）

令和 ６年 台湾全国防災教育従事者ステップアップ国際実務研修 市制施行70周年事業市民大学講座講師 2



① 少年工科学校(S52)

⑤ 第６戦車大隊(S62)

③ 第１戦車大隊(S56)

⑬ 統合幕僚学校一般課程(H17)

④ 幹部候補生学校(S61)

②⑦ 富士学校(H8)

⑧⑩⑫ 陸上幕僚監部(H10、H15)

⑪ イラク復興業務支援隊(H17.1～7)

◆ 主要勤務歴・勤務地

⑥ 幹部学校指揮幕僚課程(H6)

⑰ 幹部学校主任教官(H24)

⑱ 東部方面総監部総務部長(H25)

⑮ 第７１戦車連隊長(H20)

⑭ 第１２旅団司令部(H18)

⑨ 第１２偵察隊(H14)

短期国外訓練・研修

米国・中国・韓国・タイ⑯ 自衛隊高知地方協力本部(H22）

⑲ 西部方面混成団長（Ｈ２７）
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☀台湾全国防災教育者国際実務研修（R6）

◉雲南市



ホテルオークラ東京ベイ代表取締役社長美濃地誠氏との出会い

ホテルオークラ東京ベ
イ

佐世保の出会いは舞浜に続く！
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ホテル総会講演で御殿場をＰＲ

美濃地社長

みのじ まこと



台湾全国防災教育従事者ステップアップ対策国際実務研修：於 新北市

令和6年5月23日（木）～24日（金）台湾政府教育部（＝文部科学省）の招へいにより「台湾全国防災教育従事者ステップアップ国際実務
研修」に参加した。台湾全土の小中学校校長約100名の他、政府教育部、県市行政防災担当者約100名が参加し、防災教育に関する研修グル
ープ発表（参加者全員が東日本大震災被災地：大川小学校を研修）及び講演（東大：小田教授、京大：中北教授、御殿場市：杉本補佐監）が
行われ、学校防災教育と地域が連携した防災訓練要領、災害発生時の小中学校長としての状況判断と対応などについて真剣な議論がなされた。
『御殿場市の火山災害に対する取組みを通じて防災教育について考える！』と題し、御殿場市の防災教育の状況などについて講演を行った。
また、研修２日目は台北市全域に生活用水と電力を供給する翡翠ダム及び経済省（電力部）災害対策本部運営要領について研修した。



説 明 項 目

Ⅰ 災害時における自治体の対応

Ⅱ 富士山火山ＨＭ・避難計画の概要
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我々に迫り来る「危機事案」

自然災害 人為災害

新たな災害

感染症

火山噴火 水飢餓

地震・津波 雪 害

交通事故・大火災
（山火事含む。）

公害・環境破壊

日本人へのテロ（海外）

航空機事故・座礁

ＢＳＥ(狂牛病）

風水害（ゲリラ豪雨・土石流）

パンデミック・インフルエンザ（新型コロナ）

竜 巻・雷 大陸からの公害流入

緊急対処事態災害
（大規模テロ、ミサイル攻撃等）

武力攻撃災害

サイバーテロ Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害

（
原
発
事
故
）

従来の災害

★ 拡大する「新たな危機」

１ 地球の温暖化

２ グローバル化や情報化

３ 科学技術の進歩

４ 全地球的地殻変動

★リスクマネジメント

事前の予防措置⇒『想像力』

★クライシスマネジメント

発生後の対応措置⇒『判断力』

危機への迅速・的確な対応
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知彼知己百戦不殆

不知彼而知己一勝一敗

不知彼不知己毎戦必殆

戦術的思考に基づく防災教育
～地を知り 危険を知り 我を知り 大切な命と暮らしを守る！～

戦いの原則＝防災の基本

40年間の陸上自衛隊勤務で学んだ知識と8年間の市役所防災行政業務の経験から

「防災教育で何を教えるか？災害時本当に大切なものは何か？」を考える！

8



地図を観ると災害が見えてくる！
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地を知り、危険を知り、我を知る

～静的地形・動的気象～

地形×気象＝災害

災害×人・物×時間×運＝被害

⇒ いかに被害を防止・軽減するか

事前研究・情 報・即 応

方程式＝災害から大切な命を守る！
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説 明 項 目

Ⅰ 災害時における自治体の対応

Ⅱ 富士山火山ＨＭ・避難計画の概要
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自治体で活躍する自衛隊OB

★５３８自治体・６７８名
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地方公共団体防災組織等への退職自衛官採用状況

令和７年４月１日現在

陸自ＯＢ

海自ＯＢ

空自ＯＢ

凡 例

県庁

（凡 例）

陸自OB 海自OB 空自OB 求人依頼中

静岡県内３５市町のうち１３市町において退職自衛官を防災監等として採用

県庁： ５名（陸： ３名、海：１名、空：１名）

市町：１５名（陸：１０名、海：０名、空：５名）

1
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段 階

区 分
予 防

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期

即時対応期 応急対応期 本格対応期 復旧・復興期

（発災当日） （１～３日程度） （３日～１Ｗ） （１Ｗ～数年）

状 況

災 害

対 応

防災教育

防災訓練

防災会議

・

非常時の

備 え

災害対
策本部
の行動

規則整備

本部付班

図上訓練

総合訓練

活 動

内 容

防災訓練

・

待機任務

◆ 自助（先ずは自分自身で身を守る！）

◆ 共助（地域の人々がお互いに助け合う！）

★ ライフライン（電気・水道・ガス・電話・交通等）寸断 ★火 災 ★津 波 // 富士山噴火

★地震発生

◆ 公助（行政を中心とした様々な対応、大規模災害では行政機関も被災）

★ 前震

震災における災害対策本部の活動

◆市役所職員参集

緊急対策（救命・救出）
応急対策（ライフライン復旧）

復旧・復興対策 （社会基盤の再建）

被害状況の判明／避難所運営

●初動体制確立
●人命の救助

●避難所の開設

●避難所の運営

● 行方不明者捜索

●２次被害防止

●被災者生活支援

●復旧支援等

仮設住宅建設

●ライフラ
インの復旧

●生活再建

●避難所・救護所の設置・運営

①情報活動 ②本部員会議開催（災害応急対策） ③災害広報

★ 災害対策本部（支部）設置 ④県への報告等
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御殿場市災害対策本部の活動状況

15

本部員会議

関係機関との調整 各班の活動状況 15



御殿場市の行政区域（１・６・５９）

二 子

西田中

御殿場

35,259人
42,1％

富士岡
15,919人

19,0％

原里
15,609人

18,6％

玉穂
8,560人
10,2％

印野
1,930人

2,3％

高根
4,431人

5,3％
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各支部災害対策会議の状況

御殿場支部（１５区） 富士岡支部（１５区） 原里支部（１０区）

玉穂支部（７区） 印野支部（３区） 高根支部（９区）
17



御殿場市災害対策本部
（本部長：市長、本部員：副市長・各部長等）

Ｄ日Ｈ時
災害発生

県災害対策本部（東部方面本部）

・同報無線
・ほっとメール
・ＦＭ放送

市役所

５９区災害対策本部（公民館・コミセン）

各区内班・組等
安否確認、被害状況の把握・報告

無線・電話・伝令等
による報告

防災無線・衛星携帯・電話・
伝令等による報告

（メール・ＦＡＸ等含む。）

消防（消防団）・警察・自衛隊
ライフライン・ＦＭ御殿場等

関係機関

・防災情報共有システム（ＦＵＪＩＳＡＮシステム）等

市指定避難所（２８ヶ所）
（福祉避難所（１０ヶ所））

支
部
派
遣
職
員

避
難
所

派
遣
職
員

御殿場支部 富士岡支部 高根支部玉穂支部原里支部 印野支部

中・小学校、保育幼稚園等

災害発生時の情報、指示・報告の流れ（５９・６・１）

「御殿場災害情報」：上りの情報・下りの指示ご苦労（５９・６）重ねて一（１）になる！
のぼ くだ ５ ９ ６ いつ
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地震の発生（規模・時期気象 等）

執

る

べ

き

災

害

応

急

対

策

大地震

コンビナート・
原発施設等損壊

（大津波） 遺体処理の制約

外国人の国外退去

孤立地域の発生

広地域立入禁止

農作物等の汚染

工場・発電停止

資機材・電力不足

事業所閉鎖・移転

死者・行方不明者建築物倒壊・流失

火災の発生

学校施設閉鎖

養殖施設の流失 農漁業基盤の喪失

瓦礫の発生・散乱

農地へ海水流入

ライフライン損壊
電 話 の 不 通

火災・炎上・爆発

道 路 の 不 通

鉄道の運行停止

流通機能のマヒ

汚染物質の流出

海洋（水）汚染

医療活動の制約

避難者の発生

震災孤児の発生

土壌・作物の汚染

農漁業活動の停止

風 評 被 害

行政機能の不全

救助活動の遅延

消火活動の遅延

応急対処の遅れ

応援部隊進出遅延

瓦礫処理の所要大

避難所開設制約

救援物資輸送遅延

燃 料 の 不 足

道路・橋梁損壊

施 設 倒 壊

港湾施設損壊

農地流失・埋没

空港施設損壊

文教施設損壊

医療施設損壊

河川施設損壊

砂防施設損壊

清掃施設損壊

鉄道施設損壊

船舶流失・損壊
ガス供給停止

帰宅困難者の発生

停 電

負傷者の発生

断 水

下水道使用停止

港湾・空港閉鎖

家屋等流失

医療機能の低下

崖崩れ、宅地崩落

液状化・地盤沈下

ため池決壊

庁舎・職員の被災

社会的不安の増大（もしかしたら？）

被害の規模の予測 対応体制の構築（状況不明）

地震発生に伴い発生する被害・事象・影響
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◆ 行政の統制の下、消防、警察、自衛隊、自主防災会及びインフラ等関係

機関がそれぞれの特性や能力を最大限に発揮して対応

◆ 災害発生に際して、速やかに初動体制を確立するとともに、人命救助、

行方不明者の捜索、避難所・救護所の開設及びライフラインの途絶に

伴う給水・給食支援・仮設トイレの設置の民生支援等災害時応急対策を

優先に対応 → ※災害時業務予定表

災害対応は「行政の責任」

行 政
自衛隊

インフラ

関係機関

警 察 消 防市 民 自主防災会等
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消火活動

救護所の開設

給水・給食支援

ライフライン復旧活動

入浴支援

捜索・救助

物資輸送

主要な災害応急対策

災害対策本部

患者空輸

災害ボランティア本部

避難所の開設
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全部・要員が一丸となって災害応急対策＝住民の生命、身体、財産の保護を遂行

各部長の立場

実施すべき業務
自治体の責務

住民の生命、身体及び
財産の災害からの保護

災害対策本部

本 部 長

副 本 部 長

住 民

管理施設

関係機関

協定業者

町内会、自主
防災会等

マスコミ

事業者

学 校
（避難所）

社会福祉
協議会

国・他自治体

応援部隊

協定締結市

医療関係者
（医師会）

観光施設

その他

在留外国人

要援護者

・
情
報
収
集
・
提
供
・
伝
達

・
報
告
・
要
請
・
連
絡
・
調
整

・
要
請
・
要
求
・
相
談
へ
の
対
応

執るべき災害応急対策

②避難所の開設・運営状況

①救護所の開設・運営状況

③応急危険度判定実施状況

⑫職員の被害状況及び再編成

⑥観光客への対応

⑬本部施設の被害・復旧状況

⑧災害ボランティア本部開設支援

⑭公用車の集中管理（配車）状況

④備蓄物資の配分状況

⑤ライフラインの復旧状況

⑦遺体収容所の開設・運営状況

⑨農林業施設の被害及び復旧状況

⑩安全情報の収集に関する状況

⑪市民広報及び報道対応状況

本部室付班

広 域 行 政 部

議 会 部

常 備 消 防 部

非常備消防部

健 康 福 祉 部

市 民 部

環 境 部

教 育 部

都 市 建 設 部

企 画 部

総 務 部

○参謀として本
部長の意思決
定を補佐

○実行部隊とし
て、本部決定
事項を執行

本 部 員
（各部局長）

本 部 要 員

支 部

会 計 部

産業スポーツ部

◎ 発災当日の被害状況

災害対策本部の執るべき災害応急対策
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機動力 マンパワー

自己完結能力 野外活動能力

■ 自衛隊の災害対処能力
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要請派遣

物資輸送支援救助・救命 入浴支援給水・給食支援

都道府県知事等から要請を受けて行う派遣

活
動
の
例

活
動
の
例

災害派遣における自衛隊の活動

○ 被災者の「人命救助」を第一優先、じ後「行方不明者の捜索活動」へ

○ 被災者の生活の安定を確保するための生活（民生）支援

・ 給水支援－飲料水や生活用水の提供

・ 給食支援－非常用糧食の提供や炊き出し

・ 入浴支援－野外入浴セットや艦艇、駐屯地・基地等の隊員浴場の開放

・ 衛生支援－被災地での応急救護所の開設や巡回診療

○ 物資輸送支援－被災地域への様々な救援物資の輸送
24
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新潟県中越沖地震の教訓
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元年 ５ 10 15 20 25 30 令和へ

『平成』における自然災害・事件

① 雲仙普賢岳火砕流

⑦ 駿河湾地震

⑤ 新潟県中越地震

② 阪神淡路大震災

④ 有珠山噴火

⑥ 新潟県中越沖地震

⑧ 新燃岳噴火

⑨ 東日本大震災

⑩ 長野県北部地震

⑪ 伊豆大島土砂災害

⑪ 広島市土砂災害

⑫ 御嶽山噴火

⑫ 熊本地震

⑮ 大阪北部地震

⑯ 西日本豪雨

⑯ 台風21・24号

⑰ 北海道胆振東部地震

③ 地下鉄サリン事件

28



新潟県中越沖地震の概要

１ 発生日時： 平成１９年７月１６日（月） １０時１３分頃

２ 震央地名： 新潟県上中越沖

３ 震源の深さ： 約１７ｋｍ

４ 地震規模： マグニチュード６．８

５ 各地の震度： 震度６強－新潟県柏崎市、長岡市、刈羽村

震度６弱－新潟県上越市、小千谷市、出雲崎町

６ 津波： 津波注意報（同日１１時２０分解除）

７ 被害： ３年前の新潟県中越大震災の苦難の記憶覚めやらぬ

新潟県に、再び大きな被害をもたらした。

県下２０の市町村が被災し、１５人の尊い生命が失われ、

重軽傷者２千名を超えたほか、ピーク時には１万２千人

以上の方々が避難所での不自由な生活を余儀なくされた。

29



災害派遣活動の概要
（新潟県中越沖地震）

30
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復旧率（％）避難者（人）

中越沖地震における民生支援所要の変化と活動実績

避難者数

仮設住宅入居開始

▼

③ガス①電気

水道復旧

▼

給水

給食

入浴

給水
給食

入浴
水道復旧による
ニーズの減少

天幕

天幕

活動実績

飲料用医療用 入浴用

民生支援

所要変化

１０日終了

状況推移

輸送

新学期

１００

ピーク数

を１００

に換算

１２日終了

９日終了

２７日終了

ガス復旧

▼

氷柱輸送民間委託緊急物資（仮設トイレ、エアコン、ブルーシート、氷柱）

電気復旧（２～４日）
▼

仮設住宅入居等による
ニーズの減少

２１日終了

ガス復旧の遅れによ
る入浴支援の継続
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過酷な避難所生活、どう対処するか？

プライバシー保護を確保どうするか？

33



『カタログ防災・避難所品』
【提供】相日防災（㈱） 34



災害関連死を防止する『TKB４８』
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御殿場市
（支所・派遣職員）

自主防災組織
（避難所利用者）

設置者 運営者

施設管理者

学校等

・避難所の開設：設置者である市が、施設管理者である学校等の協力を得て行う。
・避難所の運営：自主防災会（立上げ組織） → 避難者自身による運営組織へ移行

・行政職員や施設職員は、避難所運営の協力者として携わり、運営者が依存し
過ぎることがないように心がける。→   避難所のニーズの把握が重要

避難所の開設・運営の主体

36



自
主
防
災
組
織
等
に
よ
る
避
難
所
支
援

利用者主体による避難所運営組織の編成

※

※
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◇ 避難所運営本部の設置
・自主防災組織中心の避難所運営が基本
・行政職員や施設職員に依存し過ぎない。女性目線での避難所の運営
・ボランティアの力を最大限活用

◇ 各班での活動（役割分担）

① 総務班
運営本部会議の事務局、運営・記録、生活ルールの作成

取材対応、市本部・地域との連携、他班への応援

② 避難者情報班 受付・案内、名簿管理、問い合わせ対応

③ 情報班 情報収集、情報伝達、情報発信

④ 食料・物資班
食料・物資の調達、炊き出し、食料・物資の受入

物資の管理・配給

⑤ 施設管理班 安心・安全な避難所作り、防火・防犯

⑥ 保健・衛生班
感染症対策、トイレ、ごみ、清掃衛生管理、傷病者への支
援、生活用水の確保、ペット取扱い、ごみ、掃除、風呂

⑦ 要配慮者班
要配慮者スペースの確保、相談窓口の設置、授乳所の設置

要配慮者の状況・ニーズ把握、福祉避難所への移送

⑧ ボランティア班 ボランティアニーズの把握、派遣要請、受入

⑨ 警備班 訓練時の安全確保（車両事故防止、歩行者・車両の誘導）

避難所運営上必要な事項

38



運
営
主
体

食

衣

住

被
災
者
の

ケ
ア

自主防災組織等
避難所利用者

開設～１週間 １週間～３週間 ３週間～ 生活再建

避難生活に必要不可欠な食料・飲料水の提供

メニューの多様化、栄養バランスを考慮

高齢者、乳幼児、女性等に配慮した必需品の提供（紙おむつ、生理用品等）

より衛生面に配慮した着替え用の衣類や洗濯の機会の提供

衛生面対策、寒暖対策（毛布の配布等）、必要不可欠な生活環境（簡易トイレ等）の提供

マット、畳、簡易ベッド、シャワー等の設備や相談窓口の設置

住
宅
再
建
・
仮
設
住
宅
等

感染症予防

医療の確保 身体の機能低下予防対策、生活習慣病などの疾患の発症や悪化の予防対策

心のケア

施設の
点検・開設

Ｐ6

多様な避難者
に配慮した
レイアウト

Ｐ9

受付、
避難者管理
Ｐ9、21

男女共同参画
Ｐ12

ルールづくり
Ｐ12、50

役割分担
・班編成
Ｐ14

要配慮者への
配慮

Ｐ9、41

コミュニティ
づくり

Ｐ10、49

地域の
支援拠点
Ｐ19

避難所解消に
向けて
Ｐ20

住宅再建、
仮設住宅

【避難所立ち上げ組織を中心に運営】

地
震
発
生

【避難所運営組織を中心に運営】

避難所生活から生活再建まで
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区 分 実 施 項 目 準 備 段 階

市災害

対策本部

支 部

１避難所設置・管理・運営要領の検討

２避難所・福祉避難所等指定・協定

３避難所派遣職員の受入れ要領の確認

１避難所管理・運用要領（学校・自主防災会等との役割分担）の検討

２一次避難所、市指定広域避難所（福祉避難所）の指定、協定締結

３災害対策本部との連携、避難所派遣職員の受入れ・連携要領の確認

学 校
１災対本部の確立、避難所計画の作成

２初動体制、管理体制の移行要領

１災害対策本部の確立、学校避難所計画の作成及び災対本部会議の要領

２初動対処要領、時間経過に伴う自主防・災対本部（支援班）への移管

自主防会
１運営本部の確立、運営計画等の作成

２避難所運営本部の運営要領の検討

１避難所運営本部の確立、避難所運営計画・避難生活計画書等の作成

２学校からの引継ぎ、避難所支援班との連携、管理・運営要領の確立

Ⅰ運営体制
の確立

①避難所運営体制の確立

②避難所の指定

③初動の具体的な事前想定

④受援体制の確立

⑤在宅避難者対策・帰宅困難者

① 避難所運営要領の検討（避難所立上げ組織、避難所運営組織の編成）

②第１次避難所、市指定広域避難所の指定

③避難所運営マニュアルの作成・訓練の実施

④食料・物資・ボランティア等の受入、医師・看護師の救護・巡回

⑤在宅避難民の安否確認方法の検討

Ⅱ避難所

の運営

⑥避難所運営サイクルの確立

⑦情報の取得・管理・共有、発信

⑧食料・物資管理

⑨トイレの確保・整理

⑩衛生的な環境の維持

⑪避難者の健康管理

⑫寝床の改善

⑬衣類の確保・配布

⑭入浴

⑥避難所運営の実施手順の確立

⑦衛星携帯等通信手段・電源の確保、避難所掲示板、マスコミ対応

⑧物資供給計画の作成、在宅避難者用物資の配布体制の確保

⑨災害用トイレの確保（運搬）・管理計画、汲み取り業者との協定

⑩ゴミ集積場所の設置、食品管理方法・手洗い等健康チェック方法

⑪避難者の健康管理シートの作成、感染症等予防の取組み

⑫寝床スペースの確保・配分（要考慮者優先）、毛布・段ボール確保

⑬衣類（下着等）確保・配布要領の検討

⑭入浴施設、ホテル・旅館、保養所等の協定締結

Ⅲニーズへ
の対応

・

Ⅳ避難所

の解消

⑮配慮が必要な方への対応

⑯女性・子供への配慮

⑰防犯対策

⑱ペットへの対応

⑲避難所の解消に向けての

⑮要考慮者の避難所滞在可能性の検討、各福祉避難所施設との協定

⑯女性・妊婦、子供などの避難所生活考慮事項の確認

⑰避難所における防災対策の検討警察との調整

⑱ペット飼育管理ルール確立の検討

⑲ホテル等の二次避難所の活用の検討、ライフライン事業者との連携

震災における避難所運営業務（その１）
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災害時における情報ニーズの変化

41



避難者の欲求の変化とストレス

◆ マズローの５段階要求：

－ 生理的要求（食欲・睡眠欲等）、安心・安全欲

－ 社会的要求（衣・住、仕事、将来の生活への不安、経済問題）

42

資料源：中村和夫 「避難所生活支援実態の行動科学検討」



娯楽・趣味（ビデオ、漫画本）

現金、電化製品（テレビ）

プライバシー・嗜好

食料（味、野菜）

衣類（暖、サイズ）

被災者(避難所)ニーズの変化

水・食料

毛布等

よ
り
快
適
な
環
境
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
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飢餓などの生理的欲求のような低次欲求が満たされて始めて、より高次

の欲求を実現していこうとする動機が現れるとし、５つの動機の階層を規

定したもの。

→ そもそも人間とは理性３分、感情７分の動物である。

◎食欲・睡眠欲を癒す生存への欲求

◎自由、個性、楽しみを求める

◎自分自身を充実させる
自己実現欲求

社会的

欲 求

（２次）

◎安心・安全を求める安全への欲求生物的

欲求（1次）

◎自分が属する集団の中で

理解され深く受け入れられたい

所属と愛の

欲求

◎他者から注目、評価を受けたい評価・承認欲求

欲 求 の 内 容欲求のレベル

人間の欲求を理解し、これに応えることも支援者として必要

マズローの法則
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良 悪

良い避難所・悪い避難所

良
悪 良

悪
避難所トップの

リーダーシップ
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マクレガーのⅩ・Ｙ理論

46

Ⅹ理論

Y理論



被災者支援制度

47



説 明 項 目

Ⅰ 災害時における自治体の対応

Ⅱ 富士山火山ＨＭ・避難計画の概要

48



県東部地区の災害上の特性

★御殿場市の特性：

①南西（７時）からの風雨に弱い地形

②箱根外輪山西麓の急峻地形

③分水嶺（小高い尾根）

49



霊峰富士の裾野に広がる御殿場市

50



西からの風雨・雪

南西からの風雨

風

地形が風雨に及ぼす影響

三国山～不老山

富士山

愛鷹山

天城山

東からの風雨

御殿場市

伊豆市

沼津市・三島市



∴唯一、南西方向からの風雨には弱い

地形が風向に及ぼす影響

52



▲天城山

御殿場は影大きな影響少なし

53

東からの風雨・雪は「天城山・箱根外輪山が守ってくれる！



熱帯低気圧の影響（7/26 09:30）⇒『土砂災害警戒情報』発令

南西からの風雨

54

熱海は影響少なし

御殿場は豪風雨
（線状降水帯⇒球状降水帯）
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分水嶺

・滝ヶ原駐屯地
・キャンプ富士

・御殿場Ｉ．
Ｃ

・御殿場駅

・御殿場西中学校

・板妻駐屯地

中畑西区
▲６３５

竈区▲４２４

滝ケ原駐屯地
▲６７０

北久原区
▲４７３

東山区
▲３４９

▲４５９

板妻駐屯地
▲５０５

分水嶺（小高い丘）による影響

御殿場市役所

御殿場駅
▲４５０

56

尾尻区
▲２６６

古沢区
▲４５５

柴怒田区
▲６３０

印野区
▲６３５

駿河湾 相模湾

御殿場に降った雨は分水嶺により南北に分かれる



御殿場市の中央部を走る『分水嶺』
（県道23号・御殿場富士公園線）

中 島 川

【桜公園バス停：643.5）】

57

【滝ケ原駐屯地東側：分水嶺の形状】



主要地区標高・河川の流れ

沼田

大坂

神山

時之栖

中畑南

北久原

二子

東山

二の岡

小山川
鮎沢川

鮎沢川

地蔵川

相
模
湾

砂沢川

黄瀬川

西川

久保川

黄瀬川

髙内川

駿河湾

分水嶺

神山小▲２９４

中畑西区▲６３５

竈区▲４２４

市役所▲４５９

東山▲４５３

印野小▲５８７

富士岡支所▲３７７

大坂区▲３３７

北久原区▲４７３
上柴怒田▲６８０

▲御殿場市内標高差：約４００ｍ
⇒降雪量に影響（豪雪災害）

滝ヶ原駐屯地▲６７０

降水は『南北に２分』される！
∴一ヶ所に集中しない◎

萩原

58

神場区▲４４５

二子区▲３６５

沼田区▲４４０

尾尻区▲２６５

板妻駐屯地▲５０５

駒門駐屯地▲３５０

★時之栖

★テニスコート



御殿場の降水は南へ（駿河湾）東へ（相模湾）

59

▲巣雲山（581ｍ）

すくもやま



相
模
湾鮎沢川

駿河湾

黄瀬川

分水嶺

土
砂
災
害
警
戒
区
域

（
五
十
一
ヶ
所
）

東富士ダム

小山川調整池

御殿場市の地形上の特性

溶岩流の下流に影響！

降雨は分水嶺により南北に分散！

60
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三国山～不老山

愛鷹山

土
砂
災
害
警
戒
区
域

（
五
十
一
ヶ
所

）

分水嶺

治山治水
東富士ダム

六郎川調整池

鮎沢川

相
模
湾

黄瀬川

駿河湾

西風の道（須山街道）

東風の道（旧２４６号））

合
★東山区
★ 二の岡

★萩蕪区
★沼田区

★中山上区
★二子区
★中山下区

★大坂区
★神山区

★高内区
★尾尻区

１ 活火山・富士山（31８年噴火無し）
２ 市内中央部を走る「分水嶺」
３ 箱根山西麓「土砂災害危険区域」
４ 治山治水「東富士ダム・六郎川ダム」
５ 見えない風の道（東風・西風⇒合流）

☆御殿場市の強み・弱み

24km（居住地は約10km）

14km

御殿場市の防災上の特性『ハンドサイン』
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富士山火山ハザードマップの概要
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巨大地震と富士山噴火・台風の通り道

1605

1923🌋

1707：宝永南海地震

1707：宝永噴火

1703：元禄相模地震

1605

太平洋プレート

ユーラシアプレート

フィリピン海プレート

北米プレート

2 0 11

2016

1995

2004：中越地震

2007：中越沖地震

日本人は古の遠い昔から未来永劫

地震と運命を共にする民族である・・・。

社会学者 清水幾太郎

1884
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大地震と富士山噴火との関係は？

富士山には『長い噴火の歴史』ありはじめに
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65

静岡県第４次地震被害想定（平成２５年
６月）

第４次地震被害
想定の概要

駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震 相模トラフ沿いで発生する地震

レベル１ レベル２ レベル１ レベル２

マグニチュード ８．０～８．７程度 ９程度 ８．０程度 ８．２程度

震度７の地域 ３４４㎢ ３４４～７３２㎢ ４２㎢ １０９㎢

最大津波高 １１ｍ ３３ｍ ７ｍ １０ｍ

人的被
害(死
者数)

地震 約１６，０００人 約１０５，０００人 約３，０００人 約６，０００人

うち津波 約 ９，０００人 約 ９６，０００人 約２，９００人 約５，７００人
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震度区分 ６弱 ５強

面積率 ９８．６％ １．４％

駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する
地震（レベル１）
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相模トラフ沿いで発生する地
震

塩沢断層帯

平山・松田北層帯

国府津・松田層帯

（レベル１）
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富士山噴火年表と噴火地点

🗻富士山の主な噴火（三大噴火）

❶延暦噴火

❷貞観噴火

❸宝永噴火

❶

❷

❸

68



69富士山噴火年表（貞観噴火）

🗻富士山の主な噴火（三大噴火）



富士山噴火年表（宝永噴火）

🗻富士山の主な噴火（三大噴火）
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･富士山噴火を想定した火山防災対策を検討
・基礎資料としてハザードマップを作成
・富士山ハザードマップ検討委員会を設置（学識者等で構成）

初めて富士山ハザードマップを作成（平成16年６月）

富士山火山防災協議会

＜内閣府公表＞

・広範囲にわたる火山災害に対して具体的な避難対象地域
等を検討し富士山火山広域避難計画を策定（平成27年3月）

富士山火山防災対策協議会

・富士山ハザードマップ（改定版）検討委員会
・平成３０年７月 委員会設置
・令和３年３月 富士山ハザードマップ改定版報告書（案）取りまとめ
・令和３年３月２６日 協議会開催により、富士山ＨＭ改定を決定

国、県、火山専門家、静岡・山梨県・神奈川県、
周辺市町村など６７の機関で構成

０．１ 『富士山火山防災対策協議会ＨＭ』改定の経緯
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なぜ今、富士山火山避難基本計画か？

富士山観測点◉配置図

◉

マグマ溜り

〈深さ〉
15km

20km

噴火の前兆現象（マグマの活動？）：
低周波地震月別回数：2000年10月～2001年5月
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２ 富士山ハザードマップの見方

富士山山頂

73

溶岩流が２時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が３時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が６時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が１２時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が２４時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が７日間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が最終的に到達する可能性がある範囲７

６

５

４

３

２

１

到達予測時間

沼津市 三島市



主要項目 改定の概要

① 考慮対象とする
噴火年代

「3,200年前～現在まで」

→「5,600年前～現在まで」期間を拡大（180回噴火）

② 想定火口範囲（点）
最新の調査結果に基づき、想定火口（計算開始点）

大中小合計44ヶ所→252ヶ所に想定火口点を増加

③ 地 形
メッシュサイズ

より詳細な地形データの反映のため、コンピュータを駆使

分析単位：200mメッシュ→20mメッシュを採用

④ 溶岩流の量 大規模噴火の溶岩噴出量を7億m3→１３億m3に変更

⑤ 降灰可能性マップ 平成16年度版ハザードマップの再掲

∴ 影響関係市町数 ２県１５市町村⇒３県２７市町村に拡大

２．

∴最新の知見・技術に基づくシミュレーションにより、該当エリアにおいて

❶「溶岩流が流れて来る地域」と「流れて来ない地域」
❷「到達時間が早まり、量が増加、広範囲に影響」の明確化

富士山火山ハザードマップ改定のポイント
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ハザードマップの種類

❶ドリルマップ
❷可能性マップ

75

・ 条件を設定して、大中小38（/252）ヶ所の
個々の火口から溶岩流を流出させた場合の
到達範囲と時間を示した噴火想定地図

・ 大・中・小規模全てのドリルマップを
重ね合わせて、噴火規模に関わらず、
同一の時間区分内で最も遠くまで到達
している地点を結んだ包絡線から作成
したもの（可能性としてどこまで到達するか）



「御殿場市富士山火山防災マップ」の概要

【趣旨】
静岡・山梨・神奈川３県、周辺市町村、火山専門家など６７の機関等で構成される富士山火山防災対策協議会が１７年ぶりに改定・公表した

「富士山噴火の被害を想定したハザードマップ（危険予測地図）」（R3．3．26）に基づき、市独自に「御殿場市富士山火山防災マップ」を作成
（５万部）して市内全世帯に配布し、市民の富士山噴火への備えの参考としていただくもの（令和４年２月２３日『富士山の日』に配布）

【協議会67機関】＝県市町村＋地方気象台、地方整備局、火山専門家、自衛隊など
・県：静岡県、山梨県、神奈川県の３県
・市町村：１４市１０町３村計２７市町村（〇〇新規追加市町）
❶静岡県：静岡市、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、

清水町、長泉町、小山町（１０）
❷山梨県：富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、身延町、西桂町、富士河口湖町、

忍野村、山中湖村、鳴沢村（１０）
➌神奈川県：相模原市、小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町（７）

76

避難対象エリア 第１次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次



溶岩流の流下パターンを区分した想定火口範囲

77

避難対象エリア 第３次 第４次 第５次 第６次



パターンＢ
パターンＡ

パターンＣ
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●
Ｌ３３
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★岳南建設

分水嶺

【分水点：桜公園バス停（643.5）】

分水嶺が及ぼす溶岩流への影響は？
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Ｌ33

印野

板妻

神場東

矢場居

駒門SIC

富士岡駅

Ｌ33

中畑

原里小前

古沢

萩原北
仁杉

高根

御殿場

玉穂

印野

原里

富士岡

【Ｌ３３】溶岩流ドリルマップ－最多も避難者が発生するケース－
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最も早い「赤塚東側火口（Ｍ４１）」の景況

Ｍ４１

Ｍ４１
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Ｍ41

板妻

神場東

矢場居

駒門SIC

富士岡駅

Ｍ41

中畑

原里小前

黄
瀬
川

萩原北

仁杉

高根

御殿場
玉穂

印野

原里

富士岡

【Ｍ４１】溶岩流ドリルマップ－最も早く流下するケース －

◉印野小
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４．
３ 市内溶岩流到達地域・到達予測時間

溶岩流が２時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が３時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が６時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が１２時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が２４時間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が７日間で到達する可能性がある範囲

溶岩流が最終的に到達する可能性がある範囲

溶岩流が最終的に到達する危険性がない範囲

７

６

５

４

３

２

１

到達予測時間

大中小規模に拘わらず

全く溶岩流が流下しない地域

７区／５９区
東山、二の岡、新橋、

湯沢、森之腰、永原、矢崎

84
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避難対象エリア 時間
分水嶺の南側(30)

（ライン２）
分水嶺(5)

（県道２３号）

分水嶺の北側(24)
（ライン１）

第３次
2 時之栖、印野、板妻

3 保土沢、神場

第４次

6
小木原、駒門、中清水、
風穴、大坂、町屋、尾尻

中畑西

12 杉名沢 柴怒田、仁杉、中畑北

24
川柳、永塚、竈、富士見原 中畑南 水土野、上小林、山之尻

中畑東

第５次
２～7
日

北畑、大沢
萩蕪、中山上、中山下
沼田、二子

塚原、古沢、六日市場、清後、
美乃和、北久原、西田中、萩原、
二枚橋、御殿場、東田中、深沢、
茱萸沢上、栢ノ木

第６次 最終
川島田
神山、高内

茱萸沢下 鮎沢

到達の
危険性なし

森之腰、永原、矢崎 新橋
二の岡

湯沢、東山

※１ 区割りについては、溶岩流の流下が少しでも区に含まれる、より早い流下時間に設定
※２ 流下可能性外：７区（東山、二の岡、新橋、湯沢、森之腰、永原、矢崎）

富士山噴火溶岩流５９区エリア区分表
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富士山火山避難計画の概要
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『富士山火山避難基本計画」の考え方（アウトライン）

～ 計画改定の基本方針 ～

「いのち（命）」を守る、

「くらし（生活）」も守る！

◆◆◆ 計画策定のポイント ◆◆◆

❶ 基本的な事項を提示。市町村が地域特性を踏まえて作成

❷ 自主的な分散避難の奨励（Ｌ１からＬ３：自家用車使用で避難）

❸ 避難先は、自市町や近隣市町を基本。状況により広域避難

❹ 避難は、原則徒歩で避難。交通渋滞を抑制

❺ 降灰時は、原則屋内に避難。１週間分の必需品を自ら準備
87



『富士山火山避難基本計画」の骨子

88

❶ 富士山噴火警戒レベル
（Ｌ１～５、噴火直後）

❷ 避難対象エリア
（対象エリア第１～６次）

✖

警戒レベル・対象エリア別
基本的な避難要領



⇒ 御殿場市の対象エリア：第３～６次

89

（最長５７日）



噴火警戒レベルにおける火山活動と対応
90



噴
火
速
報

解
説
情
報

解
説
資
料

7/13
07:00

8/29
09:37

火
山
防
災
情
報
の
発
表
状
況

噴火（噴煙）
5,000m

12/3

火山活動は
静穏

噴
火
警
報
（
レ
ベ
ル
３
）

紀
伊
半
島
沖
を
震
源
と
す
る
大
地
震
発
生

噴
火
警
報
（
レ
ベ
ル
４
）

12/14

解
説
情
報

解
説
資
料

地震活動活発
有感地震発生

警
戒

範
囲

地震活動急増
有感地震多発
傾斜変動増大

解
説
情
報

解
説
資
料

噴
火
警
報
（
レ
ベ
ル
５
）

12/16

噴火発生
溶岩流流下

11/17

解
説
情
報
（
臨
時
）

平常時と比べ
地震増加

第２次避難対象エリア
（火砕流・火砕サージ・大きな噴石が
到達する可能性がある範囲）

第３次避難対象エリアの
避難行動要支援者 避難

第３次避難対象エリア
（溶岩流３時間以内）
第４次避難対象エリア
（溶岩流24時間以内）

第１次避難対象エリア
（想定火口範囲）

10/28
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火山
活動
情報

降灰予報（定時）

宝永の大噴火（1707年12月16日）



溶岩流の流下パターンによる避難の考え方（案）
92
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分水嶺

『パターン北』に対する避難行動『Ａ号』

避難行動 『Ａ号』

御殿場
35,287

富士岡
16,075

原 里
15,972

玉 穂
8,625印 野

1,919

高 根
4,534

御殿場市人口（Ｒ５．．５．１）

７区

17,664
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Ｌ33

印野

板妻

神場東

矢場居

駒門SIC

富士岡駅

Ｌ33

中畑

原里小前

古沢

萩原北
仁杉

高根

御殿場

玉穂

印野

原里

富士岡

【Ｌ３３】溶岩流ドリルマップ－最多も避難者が発生するケース－

95



分水嶺

『パターン中（L31・32）』に対する避難行動『Ｂ号』

箱根町

小山町

裾野市

『パターン中』に対する避難行動『Ｂ号』

御殿場
35,287

富士岡
16,075

原 里
15,972

玉 穂
8,625印 野

1,919

高 根
4,534

御殿場市人口（Ｒ５．．５．１）

７区

17,664
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分水嶺

『パターン南』に対する避難行動『Ｃ号』

避難行動 『Ｃ号』

小山方面

裾野方面

御殿場
35,287

富士岡
16,075

原 里
15,972

玉 穂
8,625印 野

1,919

高 根
4,534

御殿場市人口（Ｒ５．．５．１）

７区

17,664
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溶岩流と人・自動車の速度の比較

自転車

99

富士山：約４ｋｍ以下
溶岩流

土石流

火災流

時速１km（まれに時速数10kmの場合もあり）

時速１km時速１km

時速30km～40km

時速60km

歩く人

自動車

新幹線 時速270km

時速100～300km



４ 広域避難先の見直し（市内⇒近隣市町⇒広域市町）
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噴火に伴う降灰の影響

101

中央防災会議防災対策実行会議

「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」



降灰の可能性のある範囲

102

１８：１５



火山灰の定義

103
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宝永噴火による降灰堆積状況
（1707.12.16-1.1）

1m28cm

2m56cm

3m93cm

火山弾（直径：約60cm）

105

スコリア（火山礫）、軽石などの噴出物



噴火（降灰等）に伴う人体・交通等への影響
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火山監視・警報体制と支援態勢

108

１８：２０



気象庁における火山の監視・観測

109ＧＮＳＳ：衛星測位システム



○ 気象庁は噴火の前兆を捉えて噴火警報などを的確に発表するため、富士山周辺の観
測施設を利用し、火山活動を24時間体制で監視しています。

１．

■：地震計 ★：監視カメラ

◆：GNSS▲：傾斜計
（注）写真は観測孔に埋設する前の傾

斜計センサー

□：空振計

（富士山の火山活動解説資料（令和３年１月、気象庁）より）

富士山周辺の火山観測施設の分布図
火山観測機器
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災
害
対
策
本
部

各報道機関

（新聞 テレビ ラジオ）

同報無線
ホームページ

ＳＮＳ
ほっとメール

市
民
・観
光
客

等

国・県等の
行政機関

ライフラインに
関連する
事業者

報道機関等

情報収集から発信までの流れ

自主防災会
市民等

❶ 情報収集 ⇒ ❷ 整理・編集・確認 ⇒ ❸発信（同報無線・エフエム御殿場）

コミュニティFM
臨時災害放送局

（86.3MHz）

記者発表・会見

市民広報・報道対応
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国が主体となり実施すべき事項
（溶岩流・降灰状況に応ずる支援経路の選択）

❶ 迅速な情報収集体制

❹ 避難に必要なルートの確保

❸ 緊急避難場所の確保

❼降灰除去の活動

❺避難者生活支援

緊急（非常）災害対策本部・現地対策本部の設置

❻災害医療支援の実施❷ 人命救助支援ための
部隊派遣
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噴火前・後に実施すべき救援活動
（2000年有珠山噴火時の活動を一部参考）

迅速かつ的確に実施すべき政府・各官庁の救援活動
（本部長・政府調査団の派遣、合同会議の開催など）

内閣府政策統括官（防災担当）

❶Ｌ３：火山災害現地連絡室
❷Ｌ４：政府現地災害対策室
❸噴火時：現地対策本部の設置
（長：内閣府副大臣又は政務官）

国土交通省

❶噴火による大規模な降灰などの対応
（融雪型火山泥流、降灰後土石流）

❷緊急的なハード・ソフト対策
リアルタイムハザードマップの提供

❸緊急災害対策派遣隊による支援

厚生労働省

❶災害救助費の国庫負担（災害
救助法の適用により、避難所の設
置、応急仮設住宅の供与、炊き出
しによる食料の供与など）
❷災害援護資金の原資の貸付

防衛省（統合幕僚監部）

❶県知事からの災害派遣の要請受け
❷住民避難、給食・給水、避難住民

の短時間・一時帰宅等支援の実施
❸富士山（溶岩流🈮・降灰などの）

観測・監視の実施

警察庁

❶非常災害警備本部の設置

❷住民の避難誘導、避難拒否者の説得
活動、災害対策基本法に基づく交通規
制による緊急交通路の確保等
❸警戒活動、困りごと相談等

気象庁（地震火山部）

❶Ｌ３・４：監視・観測体制の強化
火山監視・警報センター（東京）

❷協議会構成機関に対する火山活動
状況の迅速な提供・開設

❸富士山における火山観測点の配置

消防庁

❶緊急消防救助隊の派遣
❷県内消防機関による応急活動
❸住民への避難情報伝達の実施
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コンゴ民主共和国・ニーラコンゴ山噴火（R3,5.22）

・１５名死亡
・１７０名行方不明

約３万人が避難
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究極の富士山噴火への対応 ５段活用

１「避ける」－溶岩流の流れるエリアは、避ける！

２「逃げる」－溶岩流が来たら、逃げる！

３「祈る」－冨士山・浅間神社に、祈る！

４「耐える」－降灰が来たら、耐える！

５「諦める」－家が溶岩流に埋まったら、諦める！

生 死
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災害に対する覚悟



数字で抑える『富士山ハザードマップ』

❶日本一の高さ（３，７７６ｍ）を誇る富士山は、地下１５ｋｍ～２０ｋｍ付近に「マグマ溜り」あり
❷富士山の噴火は過去（約５，６００年前～）に１７５回（大規模７回）（４％）、中・小規模１６８回（９６％）の噴火あり

⇒ 大規模地震は、８６４年～８６６年の貞観噴火、１７０７年１２月１６日の宝永噴火（宝永南海地震の４９日後噴火）
❸富士山には比較的大きな尾根（１７本）により、溶岩流の流れを１７ラインに区分（山梨・静岡県境起点に時計回り）

⇒ 富士山の噴火の特徴は「割れ目噴火」、１７のいずれかのラインから噴火（小山町～御殿場市ライン１・２）
❹噴火口の数は、現行（Ｈ１６版）の４４か所から、大中小合計２５２ヶ所（大（Ｌ）：６９、中（Ｍ）：９１、小（Ｓ）：９２）に変更

⇒ 「可能性マップ」の作成により、現在２県７市４町３村から、３県１４市１０町３村の広範囲に影響を及ぼす。

❺溶岩流の噴出量は、大規模噴火で現行７億㎥から１３億㎥へ
（１３憶㎥＝１０ｋｍ×１０ｋｍ×１３ｍ）
⇒ 須走浅間神社・御殿場市役所・岩波駅・富士サファリの囲い

❻地形分析メッシュサイズの見直し（微地形・起伏の詳細）
⇒ コンピュータ技術の進歩により、２００ｍから２０ｍメッシュ

∴ 想定火口範囲を拡大、噴出量（約２倍）に変更および地形
データ精緻化に伴い、⦿溶岩流の到達可能性範囲が拡大する

とともに、⦿市街地などへの溶岩流の到達時間早まる。
❼融雪型火山泥流（降雪が噴火の熱で一気に溶け、土や砂
などを巻き込んで流れる現象）
⇒ 富士山年間平均降雪量（５０ｃｍ）が５００℃の熱で融雪した

場合に、御殿場市役所には約１３分で泥流が流下（深水２０ｃｍ）
❽噴石影響範囲は、大規模噴火想定火口から４Ｋｍ、中小２ｋｍ

❾降灰の範囲は、宝永噴火（７億㎥）、過去４５年間の富士山上
空１万ｍの風向風速解析データを月ごとシミュレーションした結
果、降灰量範囲を５０ｃｍ（３０％木造家屋が全壊）、３０ｃｍ（降水
時木造家屋全壊）、１０ｃｍ範囲（降雨時に土石流発生）に区分

❿富士山火山活動の観測・監視体制は、富士山周辺の観測施
設を利用し、２４時間体制で監視カメラ１３ヶ所、地震計３０ヶ所、
その他、傾斜計、ひずみ計、風振計などを設置

20km
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日本経済新聞『地域の風』（１０／５付）
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【御殿場市ＨＰによる資料入手・防災ＤＸ】
『御殿場市富士山火山避難計画の概要』〖ＰＤＦ〗

若しくは 【ＰＣ検索】御殿場市役所杉本嘉章

Ｑ＆Ａ
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